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○広島県立佐伯高等学校下宿費等補助金交付要綱

平成３０年３月２３日

告示第６３号

（趣旨）

第１条 市は、広島県立佐伯高等学校（以下「佐伯高校」という。）の活

性化と佐伯高校に通学するため下宿等する生徒に係る経済的負担の軽減

を図るため、当該生徒の保護者に対し、予算の範囲内において広島県立

佐伯高等学校下宿費等補助金（以下「補助金」という。）を交付するも

のとし、その交付に関しては、廿日市市補助金等交付規則（平成５年規

則第１０号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱

に定めるところによる。

（一部改正〔令和４年告示４５号〕）

（用語の定義）

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

(1) 下宿費等 佐伯高校へ通学するために、生徒が下宿する住居の賃貸

人に支払う賃料（家賃、食費及び光熱水費をいう。）及び生活の本拠

を旧佐伯町の区域（以下「佐伯地域」という。）外に残したまま物件

を借りて居住する住居（保護者と同居する住居も含む。）の賃貸人に

支払う家賃をいう。

(2) 保護者 学校教育法（昭和２２年法律２６号）第１６条に規定する

保護者をいう。

（一部改正〔令和４年告示４５号〕）

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

中学校卒業時に佐伯地域外に住所を有する生徒の保護者又は市長が特に

認める者であって、実際に下宿費等を負担している者とする。ただし、

この要綱以外の法令等により、下宿費等の全部又は一部の支給を受けて

いる者は除く。
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（一部改正〔令和４年告示４５号・５年１４１号〕）

（補助対象期間）

第４条 補助対象期間は、前条に規定する生徒が佐伯高校に第１学年から

第３学年まで在籍する期間とする。

２ 前項に規定する補助対象期間に、休学又は停学の期間が含まれる場合

は、当該期間を除くものとする。

（補助対象経費）

第５条 補助金の交付の対象となる経費は、下宿費等とする。

（一部改正〔令和４年告示４５号〕）

（補助金の額）

第６条 １月当たりの補助金の額は、１月当たりの下宿費等の額が３万円

未満の場合は、当該下宿費等の額とし、１月当たりの下宿費等の額が３

万円以上の場合は、３万円とする。

（一部改正〔令和３年告示１４５号・４年４５号〕）

（補助金の交付の申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」とい

う。）は、広島県立佐伯高等学校下宿費等補助金交付申請書（別記様式

第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに、学

校長を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 賃貸借契約書の写し

(2) 下宿費等の領収書等の写し

(3) 在学証明書又は学生証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

（一部改正〔令和４年告示４５号〕）

（補助金の交付の決定）

第８条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請を受けたときは、その

結果を広島県立佐伯高等学校下宿費等補助金交付決定通知書（別記様式

第２号）又は広島県立佐伯高等学校下宿費等補助金不交付決定通知書（別

記様式第３号）により申請者に通知するものとする。
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（一部改正〔令和４年告示４５号〕）

（補助金の交付手続の特例）

第９条 市長は規則第２４条の規定に基づき、規則第１２条の規定による

実績報告書の提出及び規則第１３条の規定による補助金の額の確定等は

省略させることができる。

（決定の取消し等）

第１０条 市長は、補助金の交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」

という。）が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助

金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 規則又はこの要綱に違反したとき。

(2) この要綱により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当

であると認めたとき。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消し

たときは、その旨を広島県立佐伯高等学校下宿費等補助金交付決定取消

通知書兼返還命令書（別記様式第４号）により交付決定者に通知するも

のとする。

（一部改正〔令和４年告示４５号〕）

（実施規定）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

は、別に定める。

附 則

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則（令和元年６月２５日告示第２６号）

この告示は、令和元年７月１日から施行する。

附 則（令和３年４月１日告示第１４５号）

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。
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２ 改正後の第６条の規定は、令和３年度以後の下宿費について適用し、

令和２年度分までの下宿費については、なお従前の例による。

附 則（令和４年３月２３日告示第４５号）

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。

２ 改正後の広島県立佐伯高等学校下宿費等補助金交付要綱の規定は、令

和４年度以降の下宿費等の交付について適用し、令和３年度分までの下

宿費の交付については、なお従前の例による。

附 則（令和５年４月７日告示第１４１号）

この告示は、令和５年４月７日から施行する。

附 則（令和６年８月２１日告示第２１０号）

この告示は、令和６年８月２１日から施行する。

別記
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様式第１号（第７条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号・４年４５号・６年２１０号〕）

様式第２号（第８条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号・４年４５号〕）

様式第３号（第８条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号・４年４５号〕）

様式第４号（第１０条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号・４年４５号〕）


